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2010年11月9日に、日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府（以下、 
「香港」）との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止の 
ための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」（以下、 

「本協定」）の署名が行われました。日本と香港との間では、これまで租税協定は存在
せず、本協定は新たに締結するものです。本協定では、国際的な二重課税を調整する
ため、日本と香港において課税できる範囲が明確にされるとともに、両者間で生じた 
課税に関する問題を解決することができるよう仲裁手続きを含めた税務当局間の 
相互協議規定が設けられています。

本協定では、投資先における投資所得（配当、利子及び使用料）に対する源泉税率を
軽減する一方で、協定の濫用を防止するための規定（減免の制限）や匿名組合契約に
係る所得に対して日本で源泉課税できる規定が設けられています。

本協定は、日本と香港の双方においてそれぞれの内部手続（日本においては国会 
承認）を経た後、両者は相手に内部手続きが完了したことを通告することとされて 
おり、遅い方の通告があった日の翌日から30日目に効力が生じます。日本においては
効力が生じた年の翌年の1月1日（香港においては翌年の4月1日）以後から本協定が
適用されます。

本号では、本協定の概要を説明するとともに、本協定の適用による香港を介した投資
への影響について解説いたします。
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1. 租税協定の機能
日本と香港との間では、これまで租税協定は存在しなかったため、本協定により、日本と香港において課税できる範囲が明確に 
限定・制限され、両者間の二重課税が減少すると考えます。そのため、本協定の締結は、日本又は香港での経済・投資活動について 
課税に対する安定性を与えるものと考えられます。ここでは、両者にまたがる活動についての主な二重課税の問題と本協定に 
よる調整について説明します。

（1） 短期滞在者免税（183日ルール）
一般に、給与所得についてはその勤務が実際に行われた場所において課税されますが、勤務地国で課税されると、勤務者の 
居住地国でも同一の給与所得に対して課税されることになるため、国際間の二重課税が頻繁に発生する可能性があります。 
本協定が締結されたことにより、日本と香港において給与所得の課税範囲が明確に限定されました。

例えば、これまでは香港本社に勤務する者（非居住者）が香港法人の日本支店に数ヶ月派遣されることになった場合、その者に 
対する給与の支払いが香港本社から直接行われる場合であっても、その給与に対し日本の国内法で20%の源泉所得税が課され
ていました。

しかし、本協定により、勤務地（日本）の滞在期間が183日以内で、その給与が勤務地（日本）から支払われておらず、勤務地内に 
有する支店（香港の日本支店）によって負担されるものでない場合には、勤務地（日本）での源泉所得税は免税とされます。

（2） 事業所得への課税
日本の国内法では総合主義を採用しているため、租税条約をもたない外国法人が日本に恒久的施設（支店や代理人等）を有する 
場合、その恒久的施設に係る事業所得のみならず、その恒久的施設に帰属しない投資所得も含めて国内源泉所得のすべてが 
日本で課税されます。例えば、日本に支店をもつ香港法人が日本企業からロイヤリティー（使用料）を直接受け取る場合でも、原則
としてそのロイヤリティーに対しても日本の法人税が通常の税率で課税されていました。

しかし、本協定により、事業所得については、企業が進出先に支店を設けて事業活動を行っている場合、その支店の行う事業活動
によって取得する所得に限定して、進出先において課税が行われることとなりました（帰属主義）。そのため、上記の例では、香港
法人のロイヤリティー収入が日本支店の事業となんら関係がない場合は、5%の源泉徴収（租税協定の適用後の税率）で課税が 
完結することになります。
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2. 投資所得、譲渡収益に対する税率
本協定は、両者間の投資の促進のために、投資所得（配当・利子・使用料）に対する源泉税率を図表1のように軽減又は免除すると
ともに、租税回避行為防止規定（減免の制限）を設けています。また、本協定では、不動産関連株式や破綻金融機関の株式の譲渡
収益については源泉地において課税することができるものとされています。

（図表1）　投資所得、譲渡収益に対する税率と租税回避行為防止規定の導入

受益者/所得の内容 税率 減免の制限

配当

配当の支払を受ける者が特定される日をその末日と 
する6カ月の期間を通じ、配当支払法人の議決権付株式の
10%以上を直接又は間接に所有する法人

5% 有

上記以外及び
日本国における課税所得の計算上受益者に対して支払う
配当を控除することができる法人（特定目的会社や投資
法人等）によって支払われる配当を受領する場合

10% 有

利子

(a) 締約者の政府、地方政府、地方公共団体、中央銀行、
政府が所有する機関

(b) 締約者の居住者であって、当該利子が(a)によって 
保証された債権、保険の引受けが行われた債権又は
間接融資に係る債権に関して支払われる場合

0% 無

上記以外 10% 有

使用料 全て 5% 有

譲渡収益
（株式）

不動産関連株式
（資産価値の50%以上が他方の締約者内に存在する 
不動産又は不動産関連株式で構成される法人の株式 

（不動産関連株式が上場している場合には5%超保有 
する場合に限る））

30%
（日本での法人税率） 無

破綻金融機関株式
（金融機関の差し迫った支払不能に係る破綻処理に 
関する法令に従って、締約者が金融機関に対して実質的
な資金援助を行う場合のその金融機関の株式）

30%
（日本での法人税率） 無

上記以外 0% 有
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3. 租税回避行為の防止規定の導入
本協定では、第26条において減免の制限（Limitation of Relief）が設けられています。この規定では、所得が生ずる基因となる 
権利又は財産の設定又は移転に関与した者が、第10条2（配当源泉税の軽減）、第11条2（利子源泉税の軽減）、第12条（使用料 
源泉税の軽減）、第13条6（譲渡収益の源泉地免税）、第21条1（その他の所得の源泉地免税）の特典を受けることを当該設定 
又は移転の主たる目的とする場合には、これらの特典が与えられないものとされています。

4. 租税協定が日本企業に与える影響
今後の中国とのビジネスを考える上で、香港の果たす役割は極めて重要です。これまでも、日本企業が中国に投資する場合、香港 
の持株会社を介する方法が見受けられます。そのため、本協定により日本・香港間の税務面での課税障壁が軽減されることが 
期待されます。

なお、香港 - 日本間の配当は本協定により5%の軽減税率を受けられる可能性がありますが、日本企業が香港の持株会社を介して
中国に投資している場合において、香港から日本への配当に対する源泉税率は（本協定を適用せずとも）香港の国内法上で0%と
されているため、本協定による影響は特に無いものと考えられます。

（参考資料）

•	 財務省　「中華人民共和国香港特別行政区との租税協定が署名されました」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy221109ho.htm
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